
 

 

建物解体撤去条件付き土地売買契約書（案） 

 

 売渡人 ふじみ野市（以下「売渡人」という。）と買受人 〇〇〇（以下「買受

人」という。）は、土地の売買に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 売渡人及び買受人は、信義に従い、誠実にこの契約を履行しなければな

らない。 

 （土地の表示） 

第２条 売渡人は、その所有する次に掲げる土地（以下「本件土地」という。）を

買受人に売り払い、買受人は、これを買い受けるものとする。 

物件番号 地番 地目 面積 

R2-〇 ふじみ野市〇〇〇 〇〇 〇〇.〇〇平方メートル 

２ 買受人は第９条の規定に基づき、本件土地の上に存する建物（建物の付帯設

備、工作物、樹木その他一切の動産を含む。以下「本件建物」という。）を解体

撤去しなければならない。 

 （売買代金及び納入方法） 

第３条 売買代金は、金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円とする。 

２ 買受人は、前項の売買代金を、売渡人の指定する方法及び期限までに、売渡

人に納入しなければならない。 

 （契約保証金） 

第４条 買受人は、本契約締結と同時に、契約保証金として金〇,〇〇〇,〇〇〇

円を、売渡人の指定する方法により売渡人に納入しなければならない。 

２ 前項に定める契約保証金は、売買代金の一部に充当する。 

３ 売渡人は、買受人が前条第２項に定める義務を履行しないときは、第１項に

定める契約保証金は売渡人に帰属させることができる。また、買受人の責に帰

すべき事由により契約が無効又は履行不能となった場合においても同様とする。 

４ 第１項に定める契約保証金には利子を付さない。 

 （所有権の移転及び引渡し） 

第５条 本件土地（本件建物を含む。以下、本条において同じ。）の所有権は、買

受人が売買代金の納入を完了したときに、売渡人から買受人に移転したものと

する。 

２ 本件土地は、前項の規定により、その所有権が移転したときに、現状有姿の 

まま買受人に対して引渡しがあったものとする。 

 （所有権の移転登記等） 

第６条 前条の規定により本件土地の所有権が移転した後、売渡人は、速やかに

土地に係る所有権の移転登記を嘱託するものとし、買受人は、これに必要な書



 

 

類等をあらかじめ売払い人に提出しなければならない。 

２ この契約書作成に要する収入印紙及び登録免許税、その他登記に要する費用 

はすべて買受人の負担とする。 

３ 本件建物については、第９条第４項の規定により滅失登記を行うため、所有

権移転登記の嘱託は行わないこととする。 

 （契約不適合責任） 

第７条 買受人は、第５条に定める本件土地の引渡後、本件土地に数量の不足そ

の他かくれた瑕疵（地下埋設物等を含む。）があることを発見しても、売買代金

の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

 （利用条件） 

第８条 買受人は本件土地の土地利用にあたっては、次の条件を遵守しなければ

ならない。 

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１  

２２号）第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業その他これらに類する用途に供しないこと。 

 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第２号から第６号までに規定する暴力団等の事務所等の用途に供しな

いこと。 

 (3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第  

１４７号）第５条第１項の規定による観察処分の決定を受けた団体の事務所  

等の用途に供しないこと。 

 （解体撤去） 

第９条 買受人は、本件建物について、第５条の所有権移転登記完了後１年以内に

解体撤去しなければならない。 

２ 本件土地の所有権の移転後の本件建物の管理及び解体撤去に伴う一切の費用

は、買受人の負担とする。 

３ 買受人は、本件建物の解体撤去が完了したときは、速やかに、売渡人に解体

撤去の完了を書面により報告しなければならない。 

４ 売渡人は、前項による報告を受けたときは、解体撤去の確認をした後、速や

かに本件建物の滅失登記を嘱託するものとする。 

（調査の有無） 

第１０条 買受人は、本件建物について石綿使用調査を実施していないことを了知

する。 

２ 買受人は、本件土地について土壌汚染調査及び地下埋設物調査を実施してい

ないことを了知する。 

（法令等の遵守） 

第１１条 買受人は、本件土地における建築物の解体撤去及び建築等に当たっては、

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０



 

 

１号）及び市の関係条例並びに開発指導要綱等の各種関係法令等を遵守しなけ

ればならない。 

（違約金） 

第１２条 買受人は、第８条又は第９条に違反した場合には、売買代金の１００

分の３０に相当する金額を違約金として売渡人に支払わなければならない。 

（義務の承継） 

第１３条 買受人は、本件土地の所有権を第三者に移転するときは、当該第三者

に第８条、第９条及び前条の規定を引き継ぐとともに遵守させなければならな

い。 

（契約の解除） 

第１４条 売渡人は、買受人が次の各号の一に該当するときは、催告を要しない

でこの契約を解除することができる。 

(1) 買受人がこの契約に定める義務を履行しないとき。 

(2) 買受人の故意・過失により入札の無効が判明したとき。 

(3) 買受人に偽りその他不正な行為があったとき。 

２ 買受人は、売渡人が前項の規定によりこの契約を解除したときは、売渡人の

指定する日までに本件土地に係る一切の物件（本件建物を含まない。）を収去の

上、これを売渡人に返還しなければならない。 

３ 第１項の規定により、売渡人がこの契約を解除した場合は、次の各号による

ものとする。 

(1) 買受人が第３条第２項に定める義務を履行していないときは、入札保証金

は売渡人に帰属し、返還しない。 

(2) 買受人が第３条第２項に定める義務を既に履行しているときは、売渡人は、

買受人が次条に定める義務を履行した後、既納の売買代金から契約保証金相

当額を差し引いたうえで利子を付さず買受人にその残額を返還する。ただし、

この場合における契約保証金相当額は、第１２条の規定による違約金の一部

又は本項第４号に定める損害賠償の予定額若しくはその一部とは解釈しない。 

(3) 買受人が負担した契約費用及び本件土地に支出した必要費、有益費その他

一切の費用並びに買受人が支払った第１２条の規定による違約金は、償還又

は返還しない。 

(4) 売渡人に損害があれば、売渡人は、買受人にその賠償を請求することがで

きる。 

(5) 買受人に損害があっても、買受人は、売渡人にその賠償を請求することが

できない。 

 （原状回復等） 

第１５条 契約の解除により、買受人が売渡人に本件土地を返還するにあたって

は、売渡人の指定する期日までに原状に復し返還するものとする。ただし、売

渡人が認めた場合はこの限りではない。 



 

 

２ 前項の返還にあたっては、買受人は、本件土地に投じた必要経費及び有益費

等について、売渡人に請求することができない。 

３ 買受人は、第１項に定めるところにより本件土地を売渡人に返還するときは、

売渡人の指定する期日までに、本件土地の所有権移転登記の承諾書を売渡人に

提出しなければならない。 

（相殺等） 

第１６条 売渡人が第１４条に規定する解除権を行使した場合について、以下のと

おり定める。 

(1) 買受人が売渡人に対して有する売買代金返還請求権は譲渡できない。 

(2) 売渡人が買受人に対して有する違約金請求権は譲渡できない。 

(3) 買受人が売渡人に対して有する売買代金返還請求権と売渡人が買受人に対

して有する違約金請求権は、売渡人の買戻権又は解除権の行使により当然に

相殺されるものとする。 

(4) 売渡人は、買受人が第１４条第３項第４号に規定する損害賠償金を売渡人

に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金と相殺することができる。 

 （公租公課） 

第１７条 本件土地の引渡し後、本件土地に対する公租公課は、買受人の負担と

する。 

（相隣関係等） 

第１８条 買受人は、本件土地の引渡し以後においては、近隣住民その他第三者と

の紛争が生じないよう留意するものとし、紛争が生じた場合は買受人の責任に

おいて解決しなければならない。 

 （管轄裁判所） 

第１９条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、売渡人

の事務所を管轄する地方裁判所とする。 

 （疑義の決定） 

第２０条 この契約に関し疑義がある事項又はこの契約書に記載のない事項につ

いて疑義が生じたときは、売渡人、買受人協議の上、定めるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、売渡人、買受人記名押印の

上、各自その１通を保有する。 

 



 

 

  令和２年  月  日 

 

          売渡人  埼玉県ふじみ野市福岡一丁目１番１号 

               ふじみ野市 

               ふじみ野市長 高 畑   博 

 

          買受人   


